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弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
外
務
省
に
お
け
る
特
命
全
権
大
使
の
役
割
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
外
務
省
内
に
特
定
の
政
策
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
特
命
全
権
大
使
」
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
外
務
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
は
、
在
外
公
館
の

長
た
る
特
命
全
権
大
使
等
は
、
そ
の
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
こ
と
を
免
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
新
た
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る

こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
る
ま
で
の
間
、
待
命
と
な
る
旨
規
定
さ
れ
て
お
り
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
は
、
待
命
の
特
命
全
権
大
使

等
は
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
臨
時
に
、
同
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
任
務
又

は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
任
務
そ
の
他
外
務
省
本
省
の
事
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
。
平
成
十
九
年

十
月
十
五
日
現
在
、
同
法
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
、
外
務
省
本
省
の
事
務
に
従
事
し
て
い
る
待
命
の
特
命
全

権
大
使
の
担
当
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

国
際
テ
ロ
対
策
担
当
・
北
朝
鮮
核
問
題
（
廃
棄
・
検
証
）
担
当

朝
鮮
半
島
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
機
構
担
当

人
権
問
題
に
関
す
る
各
種
協
議
、
調
整
等
担
当

一



科
学
技
術
協
力
担
当

国
際
貿
易
・
経
済
担
当

地
球
環
境
問
題
担
当

第
四
回
ア
フ
リ
カ
開
発
会
議
担
当

沖
縄
担
当

関
西
担
当

三
及
び
七
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
大
使
手
当
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
待
命
の
特
命
全
権
大
使
等
に
は
、
地
域
手
当
及
び

期
末
手
当
が
支
給
さ
れ
、
ま
た
、
該
当
す
る
者
の
み
通
勤
手
当
も
支
給
さ
れ
る
。

四
及
び
八
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
公
邸
又
は
そ
れ
に
準
ず
る
官
舎
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
待
命
の
特
命
全
権
大
使
等
に

は
、
国
家
公
務
員
宿
舎
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
十
七
号
）
に
規
定
さ
れ
る
公
邸
は
用
意
さ
れ
ず
、
有
料
の
宿
舎
が
貸

与
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。

二



五
に
つ
い
て

平
成
十
九
年
十
月
十
五
日
現
在
、
沖
縄
担
当
に
あ
る
者
は
今
井
正
で
あ
り
、
関
西
担
当
に
あ
る
者
は
山
崎
隆
一
郎
で
あ
る
。

六
及
び
九
か
ら
十
二
に
つ
い
て

平
成
九
年
か
ら
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
を
沖
縄
担
当
に
任
命
し
、
沖
縄
に
駐
留
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
（
以
下

「
合
衆
国
軍
隊
」
と
い
う
。
）
に
か
か
わ
る
事
項
等
に
つ
い
て
の
沖
縄
県
民
の
意
見
及
び
要
望
を
聴
取
し
、
こ
れ
を
外
務
省

本
省
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
合
衆
国
軍
隊
等
と
の
連
絡
・
調
整
を
行
う
等
の
事
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
。
昭

和
五
十
六
年
か
ら
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
を
大
阪
担
当
（
平
成
十
七
年
十
一
月
に
関
西
担
当
に
名
称
変
更
）
に
任
命
し
、

関
西
方
面
に
お
け
る
外
国
公
館
、
地
方
公
共
団
体
等
の
関
係
者
と
の
連
絡
、
関
西
方
面
に
お
け
る
国
賓
、
公
賓
、
そ
の
他
外

国
要
人
の
接
遇
等
の
事
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
者
も
、
在
外
公
館
の
長
と
し
て
の
職
務
に
就
い
て
い
る
訳
で
は

な
い
が
、
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
に
あ
る
者
と
し
て
、
そ
の
経
験
と
知
見
を
い
か
す
べ
く
、
外
務
省
本
省
の
事
務
に
従
事

さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

昭
和
五
十
五
年
か
ら
待
命
中
の
特
命
全
権
大
使
を
北
海
道
担
当
に
任
命
し
、
北
海
道
民
の
政
財
界
、
報
道
関
係
者
及
び
北

海
道
民
の
国
際
問
題
に
つ
い
て
の
理
解
を
得
る
た
め
の
事
務
に
従
事
さ
せ
て
き
た
が
、
北
海
道
だ
け
で
は
な
く
国
内
の
都
道

三



府
県
を
対
象
に
我
が
国
の
外
交
政
策
及
び
国
際
情
勢
に
関
す
る
国
内
広
報
活
動
を
強
化
す
る
こ
と
と
し
た
こ
と
に
伴
い
、
平

成
十
年
に
北
海
道
担
当
を
廃
止
し
た
。

四


